
 

※ 登録番号 

 

第６２５号（令和５年８月２２日） 

 

１.投 資 顧 問 業 の 種 類             

 

 一般不動産投資顧問業  総合不動産投資顧問業 

 

２.法 人 ・ 個 人 の 別             

 

         法人                    個人 

 

       （ ふ り が な ） 

３.商 号 又 は 名 称             

 

かぶしきがいしゃとしかんきょうきかく 

株式会社 都市環境企画 
 

      （ ふ り が な ） 

４.氏           名 

 （法人である場合は代表者氏名） 

 

          お お は し お さ む 

   代表取締役会長 大 橋  治 

 

５.資    本    金    額 

 

  ５０,０００,０００円 

 

６.役           員 

 

     （ ふ り が な ） 

    氏       名 

 

         

   役    職    名 

 

 

    常勤・非常勤の別 

  

大
おお

 橋
はし

   治
おさむ

 

 

代表取締役会長 

 

      常勤   非常勤 

  

 飯
いい

 田
だ

 一
いち

 郎
ろう

 

 

 取締役社長 

 

      常勤   非常勤 

  

大
おお

 塚
つか

   裕
ひとし

 

 

 取締役設計工事部長 

 

      常勤   非常勤 

  

 大
おお

 橋
はし

 佳
よし

 子
こ

 

  

 取締役業務部長 

 

      常勤   非常勤 

 

 佐
さ

 々
さ

 木
き

 武
たけ

 士
し

 

 

 取締役不動産部部長 

 

      常勤   非常勤 

 

 坂
さか

 田
た

 明
あき

 弘
ひろ

 

 

 監査役 

 

      常勤   非常勤 

 

 

 

 

 

 



７.第４条第１項第３号又は第４号に規定する重要な使用人 

    （ ふ り が な ） 

   氏      名 

    （使用人の種類） 

 

     職           名 

 

   統括する業務の別 

 

大橋
おおはし

治
おさむ

 

 事業所の業務を統括す

る者 

 助言業務を行う者 

 投資判断を行う者 

 

 

代表取締役会長 

 

 

全ての業務 

 

計       １  名 

  

   

 

 

 

 

８.不動産投資顧問業を営む営業所の名称及び所在地 

 

名     称 

 

 

 設置年月日 

 

所  在  地 

 

 本店 

 

昭和60年3月20日 

〒101-0054 

東京都千代田区神田錦町2丁目5番地1 

神田坂田ビル7階 

電話 03（3294）3880 

ＦＡＸ03（3294）8537 

 

計       １  店 

  

   

 

 

 

 

９.業務の方法 
１． 対象不動産の種類 

① 対象：オフィスビル、住宅、商業施設、リゾート施設その他。 

② 規模：特に定めない。 

③ 地域：日本国内全域。 

 

２． 助言の方法 

 顧客別に単発的な取引に係る助言及び一定期間継続的な資産運用に係る助言を行なう。 

 



３． 報酬体系 

①単発的な取引に係る助言の報酬。 

 助言の内容により、次の体系を基本として個別に算定する。 

 報酬＝人件費＋経費＋技術料＋特別経費＋消費税 

 人件費：当該業務に直接従事する者の給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人 

  件費を日割り換算した額（日額３０,０００円～１００,０００円）を基準とする。 

 経費：直接経費＋間接経費（概ね上記人件費相当額）とする。 

 技術料：投資不動産価格の３％以内とする。 

 特別経費：出張等顧客の要望等で特別の依頼事項が発生する場合の諸費用。 

 但し、助言の内容等により、顧客と協議の上、上記と異なる内容で定める場合がある。 

②一定期間継続的な資産運用に係る助言の報酬。 

 助言の内容により、次の体系を基本として個別に算出する。 

 報酬＝定額顧問料＋案件別報酬＋消費税 

 定額顧問料：月額５０,０００円～５００,０００円を基準とし、顧客と協議の上、決定する。 

 案件別報酬：前項①を基準とし、顧問契約の内容を勘案して算出し、顧客と協議の上、決定

 する。 

 

４． 報酬の支払時期 

①単発的な取引に係る助言。 

 助言契約締結時に着手金として半金、助言報告書提出時に残金を基本とし、顧客と協議の

 上、決定する。 

②一定期間継続的な資産運用に係る助言。 

 定額顧問料：毎月末日締め切り翌月末日支払いを基本とする。 

 案件別報酬：案件依頼時に着手金として半金、助言報告書提出時に残金をそれぞれ毎月末

 日締め切り翌月末日支払いを基本とし、顧客と協議の上、決定する。 

 

 

 

 

１０.既に有している免許、許可又は登録 

 

業 の 種 類 

 

 

免許等の番号 

 

免許等の年月日 

 

１．金融商品取引法第２９条の登録 

  

 

２．宅地建物取引業法第３条第１項の免許 

東京都知事（10） 

第45667号 

 

令和4年6月19日 

 

３．不動産特定共同事業法第３条第１項の許可 

  

   

 

 

 



１１.不動産投資顧問業以外の事業の種類及び内容 

 

１．企業経営に関するコンサルタント業務 

２．不動産の売買、交換、賃貸借及びそれらの代理又は仲介 

３．建築、土木、造園の企画、設計並びに監理、監督 

４．都市計画の企画、設計並びに監理、監督 

５．建築、土木、造園工事の請負 

６．前各号に付帯する一切の業務 

  

 

１２.主要株主の商号、名称又は氏名及び住所 

 

       （ふりがな） 

 商号、名称又は氏名 

  

 

   住     所 
保有する株式の数 

又は出資の金額 

 

割 合 

 

 大橋
おおはし

 治
おさむ

 

 

 

 坂田
さ か た

明弘
あきひろ

 

 

 

 大橋
おおはし

佳子
よ し こ

 

 

 

 坂田方子
さ か た ま さ こ

 

 

   ３９２株 

 

 

   １２８株 

 

 

    ７４株 

 

 

    ４２株 

 

56% 

 

 

18% 

 

 

10% 

 

 

6% 

 

東京都 

 

 

東京都 

 

 

東京都 

 

 

東京都 

   

 

１３.役員の兼職の状況 

 

       (ふりがな） 

      役員の氏名 

 

常務に従事している他の会社の商号及び業務の種類 

又は他に営んでいる事業の種類 

 

 

 

なし 

 

  


